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市
民
税
（
地
方
税
法
）
の
改
正

（
表
紙
掲
載
）に
伴
い
、
老
人
医
療

の
対
象
と
な
る
所
得
制
限
の
市
民

税
非
課
税
者
を
改
正
し
ま
し
た
。

ま
た
、
乳
幼
児
医
療
の
所
得
基

準
額
は
、
児
童
手
当
制
度
の
改
正

に
伴
い
、
4
月
1
日
か
ら
改
正
し

て
い
ま
す
（
市
広
報
4
月
25
日
号

掲
載
）。

な
お
、
各
種
福
祉
医
療
制
度
の

対
象
者
・
一
部
負
担
金
な
ど
に
つ

い
て
は
、
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

現
在
、
お
持
ち
の
「
福
祉
医
療

費
受
給
者
証
」
は
、
6
月
30
日
ま

で
の
有
効
期
限
で
す
。

現
在
受
給
中
で
審
査
の
結
果
、

受
給
者
証
は

6
月
下
旬
に
郵
送
　

主
な
改
正
内
容

福祉医療とは、乳幼児や障害のある方、母子家庭、一定の要件を満たした高齢者など
の皆さんが気軽に受診できるよう、医療費の一部を県や市で助成する制度です。
今回、「福祉医療費受給者証」の更新に伴い、7月1日から福祉医療制度を改正します。

《問合せ》市民課国保医療係・各総合支所市民生活課

7月1日から

福祉医療の受給者証を更新します

福祉医療名 対　　象　　者 所得制限（平成17年中の所得） 一部負担金

老 人 医 療 65歳以上69歳以下の方

・対象者本人が市民税非課税
の方

・対象者本人が老年者にかか
る市民税非課税措置の見直
しによる経過措置を受けて
いる方

（課税所得が145万円以上ある
65歳以上の方と同一世帯の場
合は対象となりません）

要した医療費の2割
（世帯の所得状況に応じた負
担限度額あり…表3参照）

乳 幼 児 医 療 0歳～義務教育就学前の乳幼児
0歳児は所得制限なし
1歳以上は表2の基準額未満

外来：1つの医療機関当たり
1日700円まで、
月2回（1,400円）の負担

入院：1割負担、
1カ月の限度額2,800円

重度障害者医療

・身体障害者手帳1･2級の方
・療育手帳A判定の方
・精神障害者保健福祉手帳

1級の方 表1の基準額未満

外来：1つの医療機関当たり
1日500円まで、
月2回（1,000円）の負担

入院：1割負担、
1カ月の限度額2,000円

高齢重度障害者医療 重度障害者医療の該当者で
65歳以上の方

母子家庭等医療

・母などと18歳以下の児童
・遺児（両親のいない18歳以
下の児童）

※ただし、20歳以下で次の①～④
に該当する方も対象となります。

①高等学校・中等教育学校・盲
学校・聾学校・養護学校に在
学中の方

②高等専門学校に在学し、第3学
年の課程を修了するまでの方

③専修学校の高等課程に在学中
の方（高等学校卒業者は除く）
④外国人学校に在学中の方

表2の基準額未満

各種福祉医療制度の対象者・一部負担金など
太字（網掛け）は、平成18年7月1日からの改正点
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引
き
続
き
受
給
資
格
の
あ
る
方
に

は
、
6
月
下
旬
に
新
し
い
受
給
者

証
を
郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得

制
限
な
ど
に
よ
り
該
当
し
な
く
な

っ
た
方
に
は
、
非
該
当
の
通
知
書

を
郵
送
し
ま
す
。

次
の
方
は
、
新
た
に
受
給
資
格

を
有
し
ま
す
の
で
、
国
保
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
昨
年
ま
で
所
得
制
限
な
ど
に
よ

り
非
該
当
と
な
っ
て
い
た
が
、

平
成
17
年
中
の
所
得
か
ら
該
当

す
る
方

②
他
市
町
か
ら
転
入
し
て
、
ま
だ

申
請
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い

方
※
申
請
手
続
き
に
は
、
印
鑑
、
健

康
保
険
証
、
身
体
障
害
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
・
児
童
扶
養
手

当
証
書
（
所
持
者
の
み
）
が
必

要
で
す
。

次
に
該
当
す
る
方
は
、
所
得
課

税
証
明
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

①
対
象
者
の
扶
養
義
務
者
が
市
外

に
在
住
し
て
い
る
場
合
は
、
扶

養
義
務
者
の
平
成
18
年
度
の
所

得
課
税
証
明
書
（
平
成
17
年
中

の
所
得
）
が
必
要
で
す
。

②
平
成
18
年
1
月
2
日
以
降
に
本

市
へ
転
入
さ
れ
た
方
は
、
本
人
、

配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
の
平
成

18
年
度
の
所
得
課
税
証
明
書

（
平
成
17
年
中
の
所
得
）
が
必

要
で
す
。

※
福
祉
医
療
制
度
の
受
給
資
格
審

査
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
中

の
所
得
額
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
申
告
さ
れ
て
い
な
い
方

は
早
急
に
税
務
課
で
申
告
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
老
人
医
療
の
所
得
制
限
変
更
に

つ
い
て

老
年
者
に
か
か
る
市
民
税
非
課

税
基
準
の
見
直
し
に
伴
う
経
過
措

置
を
受
け
ら
れ
る
対
象
者
に
つ
い

て
も
、
老
人
医
療
の
所
得
基
準
該

当
と
な
り
ま
す
。

●
兵
庫
県
以
外
の
受
診
に
つ
い
て

兵
庫
県
以
外
の
保
険
医
療
機
関

な
ど
で
は
、
医
療
受
給
者
証
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
健
康
保
険

証
の
み
で
受
診
後
、
領
収
書
な
ど

を
添
付
し
、
国
保
窓
口
で
申
請
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
福
祉
医

療
費
を
助
成
し
ま
す
。

●
薬
局
で
も
一
部
負
担
金
が
必
要

薬
局
も
1
つ
の
医
療
機
関
と
し

て
の
取
扱
い
に
な
り
、
一
部
負
担

金
が
必
要
で
す
の
で
薬
局
で
も
必

ず
受
給
者
証
を
提
示
く
だ
さ
い
。

●
老
人
医
療
の
負
担
限
度
額
に
つ

い
て

外
来
の
場
合
、
同
一
月
内
に
支

払
っ
た
医
療
費
の
合
計
が
負
担
限

度
額
（
表
3
綏
）を
超
え
た
場
合
、

申
請
に
よ
り
超
過
し
た
分
を
返
金

し
ま
す
。

入
院
の
場
合
、
負
担
限
度
額

（
表
3
絽
）
に
達
し
た
時
は
、
そ

の
後
の
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。

●
障
害
者
・
高
齢
障
害
者
・
母
子

家
庭
等
・
乳
幼
児
医
療
の
入
院

費
に
つ
い
て

障
害
者
、
高
齢
障
害
者
、
母
子

家
庭
等
、
乳
幼
児
の
各
医
療
の
受

給
者
で
、
連
続
し
て
3
カ
月
入
院

し
た
場
合
に
は
4
カ
月
目
以
降
の

一
部
負
担
金
は
い
り
ま
せ
ん
。

●
低
所
得
者
に
つ
い
て

各
医
療
の
受
給
者
ま
た
は
、
所

得
制
限
の
対
象
に
な
る
方
の
所
得

が
一
定
の
基
準
に
満
た
な
い
場
合

に
は
、
一
部
負
担
金
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。（
詳
し
く
は
表
4
を
ご
覧

く
だ
さ
い
）

新
た
に
受
給
資
格
を

有
し
た
方
へ
　

所
得
課
税
証
明
書
の

提
出
が
必
要
な
方

そ
の
他
の
特
記
事
項

※上記表1、表2の金額は、社会保険料控除などの所得控除後の金額です。なお、母子家庭などで、養育費を受けているとき
は、その額も所得に算入します。所得控除の詳しい内容については、国保窓口へ問い合わせください。

低所得者蠡…・世帯全員が市民税非課税である受給者
・世帯の課税者が老年者にかかる市民税非課税措置の
見直しによる経過措置を受けている場合の非課税者

低所得者蠢…世帯全員が市民税非課税であって、その世帯
の所得が一定基準以下の世帯に属する受給者

低所得者…各医療の受給者本人と所得制限の対象者の両方が
市民税非課税者で、それぞれの方の所得が一定基
準以下の世帯に属する受給者

扶　養
親族数

本人の所得 扶養義務者などの所得

なし 360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円 653万6千円
2人 436万4千円 674万9千円

3人以上
1人増すごとに38万
円を加算した額

1人増すごとに21万
3千円を加算した額

表1 障害者、高齢障害者医療の所得基準額

表3 老人医療の負担限度額 表4 低所得者の福祉医療一部負担金

表2 母子・乳幼児医療の所得基準額
扶　養
親族数

扶養義務者などの所得
母子家庭等 乳幼児

なし 192万円 532万円
1人 230万円 570万円
2人 268万円 608万円

3人以上
1人増すごとに38万
円を加算した額

1人増すごとに38万
円を加算した額

区　分
自己負担限度額

綏 外　　　来
（個人単位） 絽 外来＋入院

（世帯単位）

一　　　般 12,000円 40,200円
低所得者蠡

8,000円
24,600円

低所得者蠢 15,000円

医療名 低所得者の一部負担金

老　　　人
外来 1割（月限度額8,000円）
入院 1割（月限度額15,000円）

乳　幼　児
外来 1日500円まで月2回（1,000円）
入院 1割（月限度額2,000円）

障害者、高齢障害者、
母子家庭等

外来 1日300円まで月2回（600円）
入院 1割（月限度額1,200円）


